
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

作業療法士 ② 　　7人 　　　7人

人
人
人
％

■卒業者に占める就職者の割合

％

（ 令和元

1 名 4.3 ％

■中退防止・中退者支援のための取組

面接を重ね内省を促したり、学業や実習での課題について学生・教員で共に検討し、課題解決に向けた取り組みを行っている。また、中退を
決意するに至った者についても、その後の進路についての相談対応を行っている。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
真摯に学業に励み、努力する学生に対して、及び母体法人が培ってきた理念に立脚し、向上心を絶やさず自己研鑽に努める学生に対して、
新生グループ独自の就学支援を行う。

1入学金特待制度
入学試験に合格した学生のうち、高校時代皆勤であった者及び入学試験の成績優秀者の入学金を減免し、修学を支援する。各10万円
2.新生グループ奨学金制度
(1) 奨励奨学金（作業療法学科及び言語聴覚学科の学生のみ）
真摯に学業に励み、他学生と協力し学生生活を有意義なものとする努力を惜しまず、他学生の模範となる学生に対し修学を支援する。
① 皆勤　　年度内休まず皆勤した者
１年目：30,000円、2年目：60,000円、3年目：100,000円とする。
② 成績優秀　100,000円を最大額とする。
(2) 実践力向上奨学金
新生グループ内でのアルバイトを通じて、対人援助職として円滑な人間関係の構築、職業人としての社会性向上及び自らが目指す専門職の
実践力向上に努め、卒業後即戦力となろうとする者を支援する。
月間就労時間に応じて１万円～３万円/月を給付する。
(3) 今村勲奨励奨学金
卒業後、新生グループに就労することを希望し、内定を得た者に対し奨学金を貸与し、修学を支援する。
・作業療法学科・言語聴覚学科：60,000/月　原則2年次より（若干名）
卒業後、奨学金貸与期間分を新生グループでの業務に従事すれば、奨学金の返還が免除される。

■専門実践教育訓練給付：　　　　　非給付対象

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有
一般社団法人リハビリテーション教育評価機構　2017年4月
http://sunvi-college.jp/features/

平成31年4月1日時点において、在学者23名（平成31年4月1日入学者を含む）
令和2年3月31日時点において、在学者22名（令和2年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

学業や実習を通し、学生自身が職業適性に疑問を感じた為。また、他の職種に興味関心が高まった為。

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
college@shinsei-kai.or.jp

■就職率　　　　　　　　　： 100

令和2年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
就職情報の閲覧、個別相談対応、必要に応じて提出書類の
確認や面接指導を行う。

■卒業者数 7
■就職希望者数 7

■主な就職先、業界等（令和元年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
総合病院・リハビリテーション病院・特別養護老人ホーム （令和元年度卒業者に関する令和2年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のい
ずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得する
もの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

： 100
■その他

年度卒業者に関する

■就職者数 7

長期休み

■学年始まり：4月1日
■夏　 季：7月23日～8月19日
■冬　 季：12月26日～翌年1月6日
■春　 季：翌年3月13日～4月5日
■学年末：翌年3月31日

卒業・進級
条件

進級は、不可科目が1科目以内、かつ当該学年の専門分野
の授業科目のすべての合格を要件とする。
卒業は各学科のすべての授業科目及び最終学年の総合試
験の合格を要件とする。
進級・卒業は、上記要件を満たした者について、学科試験及
び臨床実習の成績並びに日常の修学状況等を総合して学校
運営会議の議を経て学校長が認定する。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 サンビ祭実行委員会、陽の里健康まつり実行委員会、卒業

記念パーティー実行委員会、ボランティア、学生駐車場管理学校、学科全体の方針とあわせ、学生個々の学習課題（国
語・認知特性・論理的思考など）を探り、生活全般へのアドバ
イスと並行しながら個別対応している。 ■サークル活動： 有

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～翌年3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
成績評価は、出席態度・学科試験・実技試験・発表・レポート
などを踏まえ、総合的に判断する。
80点以上： 優　70点以上： 良　60点以上：可　60点未満：不
可
臨床実習の成績は、実習指導者からの評価、提出された記
録、レポートのほか、実習報告等により学科会議において総
合的に評価する。
学科試験においては、出席回数が講義数の３分の２に満た
ない者、臨床実習においては、実習日数の５分の４に満たな
い者（無断欠席等が認められた場合を含む）については、評
価をしない。

120人 27人 0人 6人 52人 58人

0時間 40時間

時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内
数）

専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
旧3237時間 1832時間 100時間 1265時間
新3230時間 1760時間 210時間 1220時間 0時間 40時間

認定年月日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

医療 医療専門課程 作業療法学科
平成25年文部科学省

告示第2号
-

学科の目的
身体的・精神的な問題や、動作だけに焦点をあてるのではなく「その人らしい人生とは？」という、幅広い視野で人を捉えることができ、地域社会で即戦力
となる作業療法士を育てる。

0585-45-5545
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

社会福祉法人　新生会 昭和51年1月21日 今村　寧
〒503-2417
岐阜県揖斐郡池田町本郷1501番地

（電話）

サンビレッジ国際医療福
祉専門学校

平成7年12月28日 小林　月子

〒503-2413
岐阜県揖斐郡池田町白鳥104番地

（電話） 0585-45-2220

（別紙様式４）

令和2年7月31日
（前回公表年月日：令和２年５月11日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地



種別

③

③

①

③

①

③

（年間の開催数及び開催時期）

太田　かよ子 サンビレッジ国際医療福祉専門学校
令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和2年5月1日現在

名　前 所　　　属 任期

今井　勝紀 サンビレッジ国際医療福祉専門学校
平成31年4月1日～
令和3年3月31日（2年）

サンビレッジ国際医療福祉専門学校

サンビレッジ国際医療福祉専門学校

サンビレッジ国際医療福祉専門学校

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和元年6月23日～
令和3年3月31日（1年10か月）

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

即戦力として現場で役立てるよう、実践力の向上を目指した教育課程の編成を行っている。具体的には、利用者・家族・職
場の同僚といった他者との円滑なコミュニケーションができるよう、実際の医療・福祉現場での実習を計画的に取り入れ
る。また、地域での住民の「生活」を知る機会を導入している。さらに現場で実際に働いている専門職を非常勤講師に迎え
ることにより、理論にが現場が、現場には理論が必要であることを学生が理解し納得できるよう工夫を重ねている。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

下記事項に関して把握・分析し、専門的な検討を行い、教育課程の編成等についての意見を学校長へ提言する。その後、
各学科会議において検討、場合によっては教職員会議でさらに検討し、運営会議にて協議・学校長が決定する。
（1）学生の就業先の業界における人材の専門性に関する動向
（2）国又は地域の産業振興の方向性
（3）新産業の成長に伴い新たに必要となる実務に関する知識・技術・技能等

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

森　和歌子 サンビレッジ国際医療福祉専門学校
令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

大鹿　みどり

砂川　淳一

安井　一将

坂　岳男

品川　康一郎

神谷　明子

小林　月子

廣瀬　武

小泉　祐子

(株)　新生メディカル　大垣営業所

社会福祉法人新生会　リハビリセンター白鳥

岐阜県作業療法士会

社会福祉法人新生会　リハビリセンター白鳥

岐阜県言語聴覚士会

社会福祉法人新生会　新生苑

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（11月、3月）

（開催日時（実績））
第３回　令和元年6月25日　１６：３０～１７：３０
第4回　令和元年11月29日　１６：３０～１７：３０
第５回　令和２年3月27日　１５：３０～１６：３０（７月３日に延期）



教育課程作成にあたり下記意見を参考に変更を行った。さらに、次年度以降に活用できるよう検討を継続する。
・作業療法士の業務において地域がキーワードになっている。学校の所在地である池田町の歴史・暮らしについて学び、
その上で、様々な医療福祉サービスを、事例を通し学ぶと生きた学びになるとの意見を頂き授業科目「地域と暮らし」を新
に設けた。
・地域包括支援について学び、専門職としての視野を広げる実習が必要であるとの意見が委員より上がった。その意見を
参考にし、看護学校との多職種連携合同授業を行った。言語聴覚士、作業療法士、介護福祉士、看護師を目指す学生が
１つのグループとなり、他職種連携の必要性と自らの専門性を理解するグループワークを行った。この授業で多職種が連
携することの大切さを学んだ。今後は、地元の地域包括ケアシステムの学習に繋げていきたい。

臨床実習Ⅱ－２

この実習では、評価と治療計画の立案が主体となる。現場を通
して、対象者の障害および健康な部分について総合的に把握す
るとともに、施設の特徴や計画した作業活動との関係を考慮し、
有用なアプローチ法を考える。
実習終了後、実習経験の交換や問題点の整理のために学校で
セミナーを行う。

揖斐厚生病院
久美愛厚生病院
大垣徳州会病院

公益社団法人　岐阜病院
養南病院

総数219施設

臨床実習Ⅱ－３
この実習では治療計画立案・治療が主体となる。現場を通して、
これまでの臨床実習Ⅰおよび臨床実習Ⅱで学んだことを踏ま
え、指導者の下で対象者の評価、治療計画の立案、治療の実
施、記録の仕方、報告等一貫した作業療法を学ぶ。

岐北厚生病院
博愛会病院

大垣徳州会病院
公益社団法人　岐阜病院

養南病院
総数219施設

地域作業療法学実習Ⅱ

法人母体施設にて利用者1名を担当し、面接・観察・情報収集を
通して、対象者の全体像を具体的にイメージする力を養う。
又、評価実習に向け、学生としての基本的な態度や、望まれる
実習行動を身に付けると共に、記録・サマリーシート・レポート作
成・症例報告について学ぶ。

社会福祉法人新生会
サンビレッジ新生苑

総数1施設

臨床実習Ⅰ

見学を通して作業療法士の役割・仕事などについて理解を深め
るとともに、これまで学んだ知識、特に各種障害像を学ぶ。同時
に専門職を目指す実習生としての基本的な態度、コミュニケー
ション、安全管理及び守秘義務について学ぶ。

揖斐厚生病院
介護老人保健施設　寺田ガーデン

大垣徳州会病院
岐北厚生病院

大垣病院
総数219施設

臨床実習Ⅱ－１

この実習では対象者の観察・検査・測定が主体となる。現場を
通して、対象者に対して適切にオリエンテーション、観察・検査・
測定をするとともに、専門職を目指す実習生としての基本的知
識や基本的な態度を学ぶ。
実習終了後、実習経験の交換や問題点の整理のために、学校
で意見交換会を行う。

揖斐厚生病院
介護老人保健施設　寺田ガーデン

大垣徳州会病院
岩砂病院・岩砂マタニティ

岐北厚生病院
総数219施設

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

地域から求められる作業療法士としての専門性を理解し、実践力を高めるため、実習病院・施設における作業療法の見
学、評価・診断、治療及び報告について体験を行う。また、学内での授業における知識・技術の習得した後に、理解を深め
るため、現場における体験を重視した演習を実施する。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

病院・施設の指導者と担当教員とが事前に打ち合わせを行い、実習内容、評価方法などについて意見交換する。病院等
の指導者により実習を実施する。臨床実習においては実習期間中に担当教員が病院等を訪問して指導者との意見交換、
学生と面談を行い、課題や実習到達度についての確認を行う。実習終了後は実習施設からの評価及びレポートなどの提
出物、症例報告会の内容から総合的に評価を行う。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係



（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記
職員研修実施規約に基づき、各教員の専攻分野に応じた実務能力・教員としての学生への教育・指導力の向上のため、
必要な研修の機会を利用するよう促している。具体的には専門領域の学会や研修会への参加、教育方法等に関する研
修会への参加等が挙げられる。また、これに加えて、現場に実際に赴いてそこで現場の課題や対応について研修を行うと
共に、それらについての研究を計画的に進める。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

リハビリセンター白鳥での臨床研修　平成31年4月～令和2年3月（毎月4回～7回）
対象：作業療法学科教員
参加人数：１～２名
内容：パワーリハビリ利用者、デイサービスセンターの利用者、グループホームの入居者、特別養護老人ホームの入居者
に対し作業療法評価、アプローチの実施

第23回岐阜県作業療法学会　令和１年6月16日
　対象：日本作業療法士協会正会員、WFOT会員、一般、他職種、学生、非会員、岐阜県作業療法士会員
　参加人数：1名
　内容：学会テーマ「作業療法士、様々な困難に立ち向かえ」県士会役員が1名おり、学会運営などで連携を行っている。

第53回日本作業療法学会　令和１年9月6日～9月8日
　対象：日本作業療法士協会正会員、WFOT会員、一般、他職種、学生、非会員
 　参加人数：1名
　内容：学会テーマ「作業療法研究のターニングポイント」。日本作業療法士協会の今後の方向性や、教育・臨床実践がど
うあるべきかについて連携をとっている。

②指導力の修得・向上のための研修等

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

全国リハビリテ―ション学校協会令和1年度東海ブロック教育部会研修会　令和1年12月1日
　対象：全国リハビリテ―ション学校協会正会員、非会員
　参加人数：3名
　内容：CCS方式臨床実習の要点と実際の指導方法について学ぶ。役員が1名在籍しており、運営などで連携を行ってい
る。また、全国のリハビリテーション学校において、指導方法がどうあるべきかについて協会や他団体と連携をとっている。

第19回東海北陸作業療法学会　令和元年11月16日～11月17日
　対象：日本作業療法士協会正会員、WFOT会員、一般、他職種、学生、非会員、東海・北陸7県の作業療法士会員
　参加人数：1名
　内容：作業療法士の役割について学ぶ。東海・北陸7県で教育・臨床実践について連携を行っている。

第24回岐阜県作業療法学会　令和2年6月28日
　対象：日本作業療法士協会正会員、WFOT会員、一般、他職種、学生、非会員、岐阜県作業療法士会員
　参加人数：4名
　内容：作業療法を変える科学と哲学。県士会役員が1名おり、学会運営などで連携を行っている。

第53回日本作業療法学会　令和2年9月6日～9月8日
　対象：日本作業療法士協会正会員、WFOT会員、一般、他職種、学生、非会員
　参加人数：1名
　内容：作業の魅力・作業の力。日本作業療法士協会の今後の方向性や、教育・臨床実践がどうあるべきかについて連携
をとっている。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 養成施設教員等講習会　令和2年8月17日～9月5日
　対象：理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を有する者かつ免許取得後、原則として教員は5年以上、
　　　　　臨床実習指導者は3年以上の実務経験を有する者もしくは本講習会修了後養成施設の教員等に従事する者及び
将来従事しようとする者
　参加人数：1名
　内容：指導者の高度な知識及び技能を修得し、リハビリテーションの質の向上。厚生労働省の指定講習会である。養成
施設の教員に従事する者に対し、教育・指導方法について連携をとっている。

第32回教育研究大会・教育研修会　令和2年8月27日～8月28日
　対象：全国リハビリテ―ション学校協会正会員、非会員
  参加人数：2名
　内容：卒後と卒前の教育連携。役員が1名在籍しており、運営などで連携を行っている。また、全国のリハビリテーション
学校において、指導方法がどうあるべきかについて協会や他団体と連携をとっている。

（別途、以下の資料を提出）



種別

企業等委員

卒業生

企業等委員

卒業生

卒業生

企業等委員

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

学校関係者評価を受け、高い評価を受けた事項に関してはさらに継続して本校教育目標の達成につなげ、不足を指摘さ
れた事項に関しては課題解決に着手する。そのために本校の自己評価及び学校関係者評価の改善項目を対照しつつ再
評価し、改善しその結果を公表する。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（３）教育活動 （３）教育活動
（４）学修成果 （４）学修成果
（５）学生支援 （５）学生支援

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 （１）教育理念・目標
（２）学校運営 （２）学校運営

大垣徳洲会病院　リハビリテーション科
令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

（９）法令等の遵守 （９）法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 （１０）社会貢献・地域貢献
（１１）国際交流

（６）教育環境 （６）教育環境
（７）学生の受入れ募集 （７）学生の受入れ募集
（８）財務 （８）財務

品川　康一郎 多治見市民病院　総合リハビリテーション課
令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

神谷　明子 社会福祉法人新生会　新生苑
令和元年6月23日～
令和3年3月31日（1年10か月）

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

・保護者と連携した教育の推進。そのために、保護者との適度な情報共有の取り方を工夫する。本校の理念と教育方針を
より具体的な内容で説明し、協力関係を構築する。
・学生の学修及び生活に関する基礎能力、特にことばに対するイメージ力を高めるのプログラムを作成し、実行する。今ま
での各学科の取り組みを基に全学科で協力し実施していく。特に、日本人学生・留学生を問わず、専門用語より教職員が
当たり前と捉えている一般的なことばの指導に留意する必要がある。
・防災は重要な課題である。基本的な防災対策及び学生が自ら考え参加できる防災教育を実施していく。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和2年5月1日現在

名　前 所　　　属 任期

坂　岳男 社会福祉法人新生会　リハビリセンター白鳥
令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

大鹿　みどり (株)　新生メディカル　大垣営業所
令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

砂川　淳一 社会福祉法人新生会　リハビリセンター白鳥
令和2年4月1日～
令和4年3月31日（2年）

安井　一将

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

医療福祉施設等の学校関係者に対しては、依頼内容の説明と共に本校の理念と教育方針及び現状を直接説明すること
を原則としている。また、概要や時事的な内容についてはホームページをもって公表している。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目
（１）学校の概要、目標及び計画 （１）学校の概要、目標及び計画

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

URL:http://sunvi-college.jp/
公表時期：令和2年７月10日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（２）各学科等の教育 （２）各学科の教育、国家試験
（３）教職員 （３）教員紹介
（４）キャリア教育・実践的職業教育 （４）学科紹介、主な就職先



（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

URL:http://sunvi-college.jp/

（８）学校の財務 （８）財務諸表
（９）学校評価 （９）自己評価及び学校関係者評価
（１０）国際連携の状況 -

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

（５）様々な教育活動・教育環境 （５）様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援 （６）学生ライフ、よくある質問
（７）学生納付金・修学支援 （７）学費・奨学金等
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〇
ことばと
生きる力

言葉、「言語」は学科の専門性はもとより、
全人格を支える基礎ともなる重要な要素であ
る。従って、高い専門性を備え、同時に人間
性を磨いていく過程には、自ずと確かな言語
力が求められる。また、身に付いても行く。
従前までに学んできた「国語」の中から学科
の専門性習得に関わるより実践的な技能内容
（場に応じたコミュニケーション・文章表現
等）を取り上げる。

1
・
前

40 2 〇 〇 〇

〇 教育学

今日の教育をめぐる様々な現象の中から、身
近な問題を取り上げ、なぜそのようなことが
起きているのか、どこに問題があるのかを考
える。そして、幅広い観点から、現状を捉
え、問題に対してどのような解決策があるの
かを探っていく。また、福祉と教育の関係に
ついても考えていく。

1
・
前

24 1 〇 〇 〇

〇 心理学

人間の心の働きは何か、どのようにして形成
されるか、また、心の研究がどのように展開
されてきたか、心の働きは実際にはどのよう
になっているか、等を学ぶ。最終的には、人
間とは何かを考え、自分自身を見つめ直す契
機とする。

1
・
前

24 1 〇 〇 〇

〇 法学

人間の住む社会では力による争いの解決の仕
方を止めて、 ルールを作り問題を解決する方
法を開発した。本講義ではこのルールの種類
と意義について学ぶとともに、人権について
も学ぶ。

1
・
前

20 1 〇 〇 〇

〇 経済学

経済についての知識は、医療福祉に関わる仕
事をするうえでも、大変重要である。日本経
済の基本的仕組みの形成過程、現状及び課題
について学び、持続可能な社会に必要な事項
について学ぶ。

1
・
前

20 1 〇 〇 〇

〇 体育

集団実技で身体を動かすことにより、運動の
楽しさを実感し、仲間との協調性やコミュニ
ケーション能力を高める。また、身体の仕組
みや特徴にも興味を持ち、健康に対する意識
を高め、適切な行動ができるようにする。

1
・
前

40 1 〇 〇 〇 〇

教員
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授業科目等の概要

（医療専門課程作業療法学科）令和2年度
分類

授業科目名 授業科目概要



〇
自然科学の

基礎

現代の医学は生物学の延長ではなく、すべ
ての自然科学の応用科学である。そこで、
本講義では基本的な数値・単位から始め、
力、圧力等作業療法に必要な力学を中心に
自然科学の基礎をび、さらに物質の変化、
電気、熱及び有機化合物について学ぶ。

1
・
前

24 1 〇 〇 〇

〇
地域の暮ら

し

地域の暮らしや伝統文化に触れ、地域での
暮らしをイメージする能力を養う。社会の
小さな単位である地域を理解し、社会を理
解する。

1
・
後

20 1 〇 〇 〇 〇

〇 生物学

医学や専門科目の理解に必要不可欠な生物学
の基本的な知識を学ぶ。さらに医療における
先端バイオ技術を学ぶための最新の細胞生物
学、分子生物学及び環境維持の基礎となる生
物多様性をも理解する。

1
・
前

24 1 〇 〇 〇

〇
情報
統計学

情報化社会におけるパソコンを中心とする情
報の管理及び有効活用法を学ぶ。また、保健
医療福祉分野で扱われる統計的手法の基礎及
び実践的な知識と手法を学ぶ。

1
・
2
・
前

24 1 〇 〇 〇

〇 医学用語
医学・専門的領域において必要な医学用語を
理解し、身に付ける。

1
・
後

20 1 〇 〇 〇

〇 英会話

基本的な日常及び臨床場面での会話が可能と
なることを目指す。特に、グループでのス
ピーキングを重点に、聞く・話す能力を高め
る。

1
・
前

2

24 1 〇 〇 〇

〇
コミュニ
ケーション

演習

コミュニケーションの目的と技法について学
ぶ。演劇的手法を用いる心理療法を応用した
活動を通して、創造力、想像力、自発性、考
察力などを育む。また、表現力を高めるため
の即席音楽劇創作・発表を行う。

1 30 1 〇 〇 〇

〇 解剖学

人と直接かかわる医療技術者になるために、
まず正常な人体の仕組みを学ばなければなら
ない。本講義では、神経系、運動器系及び内
臓系について学ぶ。

1 90 3 〇 〇 〇 〇

〇 解剖学実習

作業療法評価・治療を行うにあたり、体表よ
り人体構造を理解することは重要である。そ
のための第一歩として、人体解剖見学及び体
表解剖を行う。最終的には、骨指標・表層の
筋の触診が可能となることを目指す。

1 40 1 〇 〇 〇 〇

〇 生理学
人体の正常な機能を司る生体のメカニズムを
学び、どのように日常の生活が営まれている
かを学ぶ。

1 60 2 〇 〇 〇

〇 生理学実習

講義で学んだ種々の生理学的検査法や現象を
自ら体験することで得られた検査測定データ
を基に、正常値や異常値等を把握し、体内で
の生理学的メカニズムを考察する。

1 40 1 〇 〇 〇

〇 運動学総論

運動学の歴史及び基本的な共通事項を学ぶ。
また、正常運動の背景にある運動力学、神経
系による支配、運動学習をも学び、機能障害
の理解への基礎を作る。

1 30 1 〇 〇 〇 〇



〇 運動学各論

四肢・体幹の構造と機能について学び、正常
な人体の運動と動作を学ぶ。歩行及び各動作
において上肢・下肢のみを観るのではなく上
肢・下肢の運動が体全体の動きの中で、どの
ように作用しているかを学び、運動障害の理
解への一助とする。

1
・
後

30 1 〇 〇 〇 〇

〇 運動学実習

講義で学んだ内容を実践的に再学習し、観察
内容や測定データをまとめ、分析する。その
中で、正常運動を理解し、さらに異常運動の
問題点をも理解する基礎を養う。

1 30 1 〇 〇 〇

〇 人間発達

人間の発達に関する知識を獲得することを目
的とする。人は何歳頃、どのような活動を行
うことができるのかについて、「身体・運
動」「感覚・認知」「社会・人格」の3つの側
面の発達を中心学ぶ。また、子ども園での乳
幼児の見学も取り入れ内容の理解に努める。

1
・
前

48 2 〇 〇 〇 〇 〇

〇 病理学概論
疾病の原因やその成り立ち、病変の経時的変
化及び予後等について重要な事項を学ぶ。

1 24 1 〇 〇 〇

〇 臨床心理学

「心の健康」とは何か、「心の問題」とは何
か、またどのように起こるのか、どのような
対処がなされるか、等について最近の考えを
学び、自己の成長につなげる。

2
・
前

30 1 〇 〇 〇

〇 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学

健康、疾病及び障害の概念を学んだうえで、
リハビリテーションの理念、特質、範囲を認
識し、診断・評価及び治療の概要を理解する｡
特に二次的合併症、主要疾患のリハビリテー
ションについて学ぶ。

2 30 1 〇 〇 〇

〇
疾病障害学
（内科系）

作業療法実施にあたって、対象者の全身状態
の把握は重要である。そこで内科学各疾患に
ついて、作業療法士に必要不可欠な基本的事
項について学ぶ。

2 30 1 〇 〇 〇

〇
疾病障害学
（整形外科

系）

運動器の損傷に関する基本的事項及び診断治
療の概要を学び、さらに主要な疾患について
は診断・治療のポイントとリハビリテーショ
ンとの関連について学ぶ。また、運動器が体
の運動を司るだけはなく、脳を始めとする体
全体に影響を与えることをも学ぶ。

2 48 2 〇 〇 〇

〇
疾病障害学
（神経系）

リハビリテーション医学における神経疾患の
位置付けを知ることや神経・筋疾患の基本的
症状と病態の関係を理解し、一般的な治療法
を学ぶ。

2
・
前

60 2 〇 〇 〇

〇 疾病障害学
（精神系Ⅰ）

精神医療が病院から地域に転換しつつある時
代背景を理解しながら、臨床において重要な
精神疾患について、概念、原因、症状、経
過、診断・評価及び治療法等の基本的な知識
を身に付ける。

1
・
後

24 1 〇 〇 〇

〇 疾病障害学
（精神系Ⅱ）

精神医学Ⅰに引き続き、主要な精神疾患の診
断と治療法、対応の仕方及び社会との関わり
について学ぶ。

2
・
前

30 1 〇 〇 〇



〇
疾病障害学
（小児系）

胎児期から学童期の機能発達の基礎的な知識
及び小児科特有の疾患の知識を身に付け、ハ
ビリテーション対象者の家族への理解をも深
める。

1
・
前

24 1 〇 〇 〇

〇
人間の自立
と尊厳

自分自身を知り、相手を認めるという視点を
伝える。障がいを持つ人や老いていく人の心
理を個人ワーク・グループディスカッション
を行いながら、表面だけの相手を見るのでは
なく、その人の心理まで考える視点を学ぶ。
そしてその人らしさを見つけ、相手の尊厳と
自立について考えを深めていく事によって、
より専門性の高いアセスメントが出来る視点
を育てる。

1
・
前

24 1 〇 〇 〇 〇 〇

〇
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

概論

リハビリテーションの歴史及び内容を理解
し、各専門職の役割と連携を学び、リハビリ
テーションにおける作業療法の位置付け及び
役割を学ぶ。

1
・
前

24 1 〇 〇 〇

〇
社会保障学

Ⅰ

わが国の社会保障・社会福祉の制度とサービ
ス（社会資源）を広く学び、当事者への関
り、アプローチをより全人的にすることに役
立てる。さらに、障がいをもつ人たちの教育
を受ける権利と就労の保障等の社会参加につ
いても考え、ノーマライゼーションの意義を
学び、保健医療福祉分野での作業療法士の役
割についても学ぶ。

1
・
後

24 1 〇 〇 〇 〇

〇
作業療法
概論

作業療法の歴史的変遷を考察するとともに、
作業療法の分野、役割及び専門性を理解し、
リハビリテーションの実施課程と作業療法の
関係について学ぶ。
また、自分の力で課題を見つけ、能動的に必
要な知識を身につけ、根拠に基づいた作業療
法につなげる能力を獲得する。他にも、評価
の流れを理解し、COPM・AMPS・MTDLPなどの評
価方法に触れる。

1 24 1 〇 〇 〇

〇
作業療法
概論Ⅱ

職業倫理管理及び研究法について学ぶ。前者
では職場での業務全体における作業療法部門
の位置付け、業務管理・運営、倫理、安全管
理及びリスク管理について学ぶ。後者では、
自己研鑽、作業療法の学術的発展のための研
究の意義及び方法について学ぶ。

3 20 1 〇 〇 〇

〇
基礎作業学

講義

人と「作業」との関係について学ぶ。作業療
法における「作業」について諸説を学び理解
を深め、「作業」の効用と応用について学
ぶ。

2
・
前

30 1 〇 〇 〇

〇
基礎作業学

実習

基礎作業学を習得するために、様々な活動を
通して、道具の種類と扱い方及びその技法を
学ぶ。また、作業に関する分析能力をも養
う。

1 40 1 〇 〇 〇 〇 〇

〇 臨床運動学
人の姿勢、運動、動作及び作業の仕組みを理
解し、異常な活動における観察と記録のため
の技術の基礎を身に付ける。

3
・
前

20 1 〇 〇 〇

〇 身体障害

身体障害評価の基本的技能の意味を理解し、
実践する能力を実技を通して養う。適切な評
価を実施し、適正な結果を出せるようにす
る。

2
・
前

60 2 〇 〇 〇



〇 精神障害

精神科作業療法の基礎理論を学び、精神科分
野の評価の視点を身に付ける。特に、精神構
造論とパーソナリティ理論に基づいた精神機
能の理解を深める。

2 40 2 〇 〇 〇 〇

〇 発達障害

発達障害に対する作業療法の評価ができるよ
うに、対象疾患の障害像と作業療法士の役割
を理解し、評価のための基礎知識を身に付け
る。

2
・
前

30 1 〇 〇 〇

〇 身体障害Ⅰ

中枢疾患患者の生活上の問題点を病期別に整
理し、ＱＯＬを向上させるために必要な治療
法、介助法、援助法について学ぶ。ケースス
タディや実技を通して、実際の治療場面をイ
メージすることができるようにする。

2
・
前

60 2 〇 〇 〇

〇 身体障害Ⅱ

脊髄損傷、整形外科疾患を中心に、障害の成
り立ちを理解し、正常な動き・行動との差を
明確に表現することを学ぶ。そこから、問題
点を挙げ、解決手段の選択及び具体的な治療
法を学ぶ。

2 60 2 〇 〇 〇 〇

〇 身体障害Ⅲ

循環器障害者・呼吸器障害者・腎機能障害者
等の内部障害者のＱＯＬの向上を図るため
に、対応の仕方、評価・治療及び生活法につ
いて学ぶ。

3 20 1 〇 〇 〇

〇 精神障害Ⅰ

精神疾患についての理解を深め、状態像に合
わせた観察、具体的評価及び作業療法アプ
ローチを学ぶ。特に、精神構造論の視点から
精神疾患を捉えるとともに、治療過程に不可
欠な治療構造を設定する力を身に付ける。

2 40 2 〇 〇 〇

〇 精神障害Ⅱ

今までに学習した知識を臨床実践へつなげて
いくための技術習得を目指す。評価及び治療
過程で必要とされる各種技法を体験を交え学
ぶ。また、 精神障害者の就学・就労等の社会
参加についても学ぶ。

2 40 2 〇 〇 〇

〇 高次神経障害

高次脳機能障害の主な各症状における観察・
面接のポイントを基に、評価項目の選択、手
順を学び、その評価結果から、治療方針を立
て、ＱＯＬを向上させるために必要な援助法
について学ぶ。具体的なイメージを持ち、家
庭生活、社会参加の支援ができるようにす
る。

2 40 2 〇 〇 〇

〇 認知障害
認知症状を呈する方に対する評価の具体的手
段や方法を学んだうえで、対応の基本原則及
び非薬物療法の実践的展開を学ぶ。

2 30 2 〇 〇 〇

〇 老年期障害

高齢者の身体的・精神的・心理的変化を理解
し、老年期障害における評価と支援法を学
ぶ。高齢者を取りまく社会情勢、リハビリ
テーションの動向を踏まえ、老年期作業療法
のあり方についても考える。

2 30 2 〇 〇 〇

〇 発達障害Ⅰ

運動発達障害児の評価･治療の基礎となる正常
発達と反射の学習を踏まえ、脳性麻痺のタイ
プ別の特徴・異常運動発達を理解し、治療法
を学ぶ。

2
・
前

40 2 〇 〇 〇



〇 発達障害Ⅱ
脳性麻痺以外の運動障害をもつ発達障害児と
広汎性発達障害児の評価及び治療法について
学ぶ。

2 30 2 〇 〇 〇

〇 発達障害Ⅲ

正常発達等の基礎知識を基盤に障害を理解
し、評価―治療―地域支援のつながりと地域
支援の現状を学び、その中で、作業療法士の
役割を学ぶ。

2
・
前

30 2 〇 〇 〇

〇 義肢・装具

義肢装具全般について学び、障害と義肢装具
の適応を理解する。上肢装具については、治
療用仮装具（スプリント）を製作し、装着体
験をも行う。

2
・
後

30 1 〇 〇 〇

〇
日常生活
活動学

日常生活活動（ADL）の概念・評価・動作分析
について講義・演習を行う。また生活環境に
ついても学ぶ。

1 48 2 〇 〇 〇 〇

〇
日常生活
支援演習

自立支援のために必要な技術を学ぶ。
1
・
後

30 1 〇 〇 〇

〇
リハ関連
機器Ⅰ

高齢者や障害者の自立支援及び活動範囲の拡
大に必要な方法のひとつとして、リハビリ
テーション機器を捉え、その基礎から利用の
実際までを学ぶ。

2 20 1 〇 〇 〇

〇
リハ関連
機器Ⅱ

仮義手、自助具及び治療用具の製作を実施す
る。仮義手の製作では、製作・適合判定・操
作訓練等を通して、義手の目的や役割につい
て学ぶ。自助具・治療用具の製作では、機能
に加え、実用性・経済性についても考慮し、
製作することを学ぶ。

3 40 2 〇 〇 〇 〇

〇
総合作業療
法学演習

疾患別に対象者が抱える日常生活上の問題点
を理解し、ＱＯＬを向上するために必要なレ
クリエーション及び就労支援を含めたすべて
の援助法について演習形式で学ぶ。特に、就
業活動を通して、ＱＯＬの実現を図る職業リ
ハビリテーションについて、作業療法の視点
から学習する。

3 60 2 〇 〇 〇 〇

〇
地域作業療
法学概論

地域での多様な生活について理解し、基本的
な知識を学ぶ。地域における対象者の活動の
場と特徴、関連する法制度とシステム、地域
リハビリテーションに携わる専門職との連携
及び作業療法の役割等について学ぶ。

1
・
後

20 1 〇 〇 〇

〇
地域作業療
法学Ⅰ

地域で、障害をもって生きることについて理
解し、基本的な知識を学ぶ。地域における対
象者の活動の場と特徴、関連する法制度とシ
ステム、地域リハビリテーションに携わる専
門職との連携及び作業療法の役割と方法論等
について学ぶ。

2
・
後

30 1 〇 〇 〇

〇
地域作業療
法学Ⅱ

家庭生活、地域生活及び職業関連生活等にお
ける作業療法について学ぶ。特に住環境整備
及び職業支援における地域での作業療法士の
役割について学ぶ。

3 20 1 〇 〇 〇 〇



〇
地域作業療
法学実習Ⅰ

地域における障害者・高齢者の多様な生活及
び活動の場を見学し、地域リハビリテーショ
ンの現状を理解し、多くの専門職との連携及
び作業療法の役割と方法論等について学ぶ。

1
・
後

40 1 〇 〇 〇 〇

〇
地域作業療
法学実習Ⅱ

地域における障害者・高齢者の生活場面で、
面接・観察及び情報収集を通して、過去・現
在の生活を社会的背景を含め具体的にイメー
ジする力を養う。また、コミュニケーショ
ン、介助を通して共感する態度をも養う。

2
・
後

40 1 〇 〇 〇 〇

〇
地域作業療
法学実習Ⅲ

地域リハビリテーション理解のために在宅実
習、職業関連支援施設見学及びリハビリテー
ション機器展等の見学を行う。ここでは、
様々な障害を有する方々の生活及び就業の場
を訪問し、生活者としての個人と環境を評
価・分析する能力を高め、あらゆる手法を総
合的に検討し、支援方法を導き出せるように
するための基本を学習する。

3
・
後

40 1 〇 〇 〇 ○

〇 臨床実習Ⅰ

見学を通して作業療法士の役割・仕事等につ
いて理解を深めるとともに、これまで学んだ
知識、特に各種障害像を学ぶ。同時に専門職
を目指す実習生としての基本的な態度・コ
ミュニケーション、安全管理及び守秘義務に
ついて学ぶ。

1
・
後

90 1 〇 〇 〇 ○

〇
臨床実習
Ⅱ-１

検査測定が主体となる。対象者へのオリエン
テーションに留意し、観察、検査測定の実
施、結果の整理を行う。合わせて、安全管
理・リスク管理に努める。

2
・
前

45 1 〇 〇 〇 ○

〇
臨床実習
Ⅱ-２

評価が主体となる。観察から始まる評価過程
を実践し、対象者の障害及び健康な部分を含
めた全体像について把握する。特に、実施に
あたって、相談・連絡・報告を徹底し、安全
管理・リスク管理に努める。

2
・
後

180 4 〇 〇 〇 ○

〇 臨床実習Ⅲ

治療計画立案・治療の実施が主体となる。こ
れまでの臨床実習を踏まえ、指導者のもとで
対象者の評価、治療計画の立案、治療の実
施、再評価と見直し、記録の仕方及び報告等
一 貫した作業療法を学ぶ。また、管理・運営
についても学ぶ。

3
・
前

675 15 〇 〇 〇 ○

1年　34科目
2・3年　36科目

計　70科目
合計

1年　1138単位時間(41単位)
2・3年　2076単位時間(69単位)

計　3214単位時間(110単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

進級は、不可科目が1科目以内、かつ当該学年の専門分野の授業科目のすべての合
格を要件とする。
卒業は各学科のすべての授業科目及び最終学年の総合試験の合格を要件とする。
進級・卒業は、上記要件を満たした者について、学科試験及び臨床実習の成績並び
に日常の修学状況等を総合して学校運営会議の議を経て学校長が認定する。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 21週

（留意事項）


